
令和８年度 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に基づく随意契約の発注見通しの公表について 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号による随意契約を締結するにあたり、高畠町財務規則（昭和６１年３月規則第

４号）第１１１条第２項の規定により、発注の見通しおよび発注内容等について次のとおり公表します。 

 

令和８年４月１日 財政課 

 

 

 発注見通し 発注内容等 

No. 担当部署 発注予定時期 業務の名称 業務の内容 委託期間 
契約相手方の 

選定基準 

１ 財政課 令和８年４月１日 庁舎敷地内緑地管理業務 庁舎敷地内緑地の雪囲い撤

去、草刈り、剪定、雪囲い 

令和８年４月１日 

～ 

令和９年３月３１日 

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号に該当すること。 

・高齢者に適した業務で、高齢者の就労機会

の拡大につながること。 

・町内に所在し、円滑に業務が遂行できるこ

と。 

２ 財政課 令和８年４月１日 草刈集草業務 旧中学校敷地及びグラウン

ドの草刈り、集草、除草剤散

布 

令和８年４月１日 

～ 

令和９年３月３１日 

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号に該当すること。 

・高齢者に適した業務で、高齢者の就労機会

の拡大につながること。 

・町内に所在し、円滑に業務が遂行できるこ

と。 

３ 建設課 令和８年４月１日 都市公園管理業務 都市公園施設の保安監視、雪

囲い撤去、草刈り、トイレ清

掃等、雪囲い 

令和８年４月１日 

～ 

令和９年３月１９日 

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号に該当すること。 

・高齢者に適した業務で、高齢者の就労機会

の拡大につながること。 

・町内に所在し、円滑に業務が遂行できるこ

と。 

 



４ 社会教育課 令和８年４月１日 高畠町総合交流プラザ保安監

視及び管理指導業務 

総合交流プラザの平日の夜

間、土曜日、日曜日、祝日の

施設管理業務と使用料金徴

収等 

令和８年４月１日 

～ 

令和９年３月３１日 

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号に該当すること。 

・高齢者に適した業務で、高齢者の就労機会

の拡大につながること。 

・町内に所在し、円滑に業務が遂行できるこ

と。 

５ 社会教育課 令和８年４月１日 歴史公園管理業務 歴史公園施設の雪囲い撤去、

保安監視、草刈り、トイレ清

掃等、雪囲い 

令和８年４月１日 

～ 

令和９年３月３１日 

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号に該当すること。 

・高齢者に適した業務で、高齢者の就労機会

の拡大につながること。 

・町内に所在し、円滑に業務が遂行できるこ

と。 

６ 教育総務課 令和８年５月１日 高畠町立小学校草刈り業務 各小学校の草刈り（年３回） 令和８年５月１日 

～ 

令和８年９月３０日 

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号に該当すること。 

・高齢者に適した業務で、高齢者の就労機会

の拡大につながること。 

・町内に所在し、円滑に業務が遂行できるこ

と。 

７ 商工観光課 令和８年４月１日 産業振興センター管理業務 産業振興センター内の廊

下・トイレ等の清掃、ワック

ス掛け、周辺草刈り 

令和８年４月１日 

～ 

令和９年３月３１日 

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号に該当すること。 

・高齢者に適した業務で、高齢者の就労機会

の拡大につながること。 

・町内に所在し、円滑に業務が遂行できるこ

と。 

８ 上下水道課 令和８年４月１日 高畠町水源地環境整備業務 水道施設の草刈り、樹木の伐

採、樹木の消毒 

令和８年４月１日 

～ 

令和９年３月３１日 

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号に該当すること。 

・高齢者に適した業務で、高齢者の就労機会

の拡大につながること。 

・町内に所在し、円滑に業務が遂行できるこ

と。 

 


